
令和５年度版  ～令和５年４月 石巻市立小・中学校に入学予定のお子様の保護者様へ～ 

 

就学援助費 新入学準備金 入学前支給のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 就学援助費を受けることができる方 

次の(１)、(２)のいずれかの要件に該当する世帯であれば申請可能です。 
 

(1) 「石巻市就学援助費」対象世帯： 
生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している世帯であり、次のいずれかの要件に該当する場合 

該 当 要 件 必要添付書類 ／ 書類の発行機関 

①生活保護が過去１年以内に停止、又は廃止された。 
生活保護の停止又は廃止を証明する書類の写し 

／生活保護を受給していた機関 

②世帯全員が市民税非課税 世帯全員の非課税証明書等 注 1） 

③個人事業税・固定資産税が減免されている。 
減免決定通知書等の写し 

／個人事業税：東部県税事務所（石巻合同庁舎） 

固定資産税：資産税課（石巻市役所） 

④国民年金保険料が減免されている。 
世帯全員の国民年金免除申請承認通知書の写し 

／石巻年金事務所 

⑤国民健康保険税が減免されている。 
世帯全員の国民健康保険税減免承認決定通知書の写し 

／保険年金課（石巻市役所） 

⑥児童扶養手当の支給を受けている。 児童扶養手当証書の写し／子育て支援課（石巻市役所） 

⑦社会福祉協議会より生活福祉資金の貸付けを 

受けている。 
貸付決定通知書の写し ／石巻市社会福祉協議会 

⑧その他（特別な事情により該当する場合もあります。 

 詳細は事前にご相談ください。） 
世帯全員の課税証明書等必要な書類 注 1） 

 

 

家庭の経済的な理由により学用品費や学校給食費等の支払いが困難な世帯へ、 

就学上必要となる経費の一部を援助する制度です。 

石巻市では、就学援助要件に該当する小・中学校入学予定のお子様の保護者に対し、 

新入学準備金を入学前に支給します。 希望する方は下記のとおり申請ください。 

 

● 支給額： 新小１…５４，０６０円   ● 支給時期：令和５年 2 月下旬 

新中１…６０，０００円 
 

● 新入学準備金を受給できる方： 

(1) 令和５年２月１日時点で石巻市に住民登録があり、お子様が同年４月に石巻市立小・中学校へ 

入学予定の方（令和５年３月末日以前に市外転出予定の方は申請不可） 

 (2) 生活保護を受給していない世帯の方 

 (3) 下記就学援助の要件に該当する世帯の方 

就学援助制度とは？ 

 

 



 

 

(2)「東日本大震災に伴う石巻市被災児童生徒就学援助費」対象世帯 注 1）： 

東日本大震災により経済的に就学困難な事情が発生し、親権者の市町村民税所得割税額の合計が 

１０７，７００円未満であり、かつ、次のいずれかの要件に該当する場合 

該 当 要 件 必要添付書類 ／書類の発行機関 

① 家屋が損壊（半壊以上） 
り災証明書の写し ※現在被災認定中の小 6 は添付不要 

／資産税課（石巻市役所）又は各総合支所 

② 警戒区域又は計画的避難区域内に居住していた。 
原子力災害の被災者であることを証明する被災証明書 又は 

り災証明書の写し ／震災時居住していた市町村 ③ 緊急的避難準備区域又は屋内退避指示が出ていた 
区域に居住しており、市町村の判断により避難した。 

注１）「石巻市就学援助費」要件②、⑧または「東日本大震災に伴う石巻市被災就学援助費」で申請の際、基本的に課税証明書等の添付は

不要ですが、世帯員の中に石巻市外から転入してきた方がいる場合、その方の添付書類が必要です。 

注２）生活保護の教育扶助受給世帯には保護費から支給されるため、新入学準備金の申請は不要です。 

注３）他市町村から区域外就学で石巻市立小・中学校に入学予定の方は申請できません。住所地の教育委員会へお問合せください。 

 

 

２ 申請手続 

「新入学準備金交付申請書兼世帯票」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、下記まで 

提出してください。 

 

● 提 出 先… 石巻市役所 4F 教育総務課：郵送または持参 

           （住所：〒986-8501 穀町１４番１号 教育総務課 学事係） 
                        ※郵送の場合、配達日数の繰下げにご注意ください。 

           入学予定/在籍中の小学校 ：持参のみ
・ ・

 

 

● 受付期間… 令和 4 年１２月１２日（月）～令和５年１月２０日（金）必着 
（12/29～1/3 及び土日・祝日を除く平日午前８時３０分～午後５時） 

 

 

３ 認定および支給方法 

 教育委員会が新入学準備金支給の要否を判定し、２月中旬、申請者に認定(不認定)通知を送付します。 

（新小１＝郵送、新中１＝在学中の小学校を通じて配付予定。） 

● 支給方法…教育委員会から申請者（保護者）の口座に振込み 

● 振込口座…申請者（保護者）の個人名義の預金口座を申請書に記入ください。 

 
注１）申請書類に不備等があり判定できない場合、確認でき次第判定・通知します。（支給時期が遅くなる可能性があります。） 

注２）申請理由「⑧その他」で申請した場合、地区の民生委員・児童委員が調査に伺う場合があります。その場合、判定に時間を 

いただきます。 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 注意事項 

 

(1) 就学援助制度では、住民基本台帳上は世帯分離していても実質的に同居（ひとつ屋根の下で生活）

している場合は収入等を同じ世帯としてみなし算定するので、対象者全員の情報が必要です。 
 

(2) 令和５年２月１日以降に石巻市外へ転出しても新入学準備金の返金は求めませんが、転出先の

自治体に、本市で新入学準備金を支給した旨通知します。 
 

(3) 小・中学校どちらも新１年生の対象者がいる家庭は、それぞれ申請が必要です。 

 

 

 

お問合せ先：石巻市教育委員会 教育総務課 学事係 

９５－１１１１（内線５０１５） 

 

４ 入学後の就学援助費について 

●入学後も就学援助費(学用品費・給食費等)を受給するには、別途「令和５年度就学援助費 

受給申請書兼世帯票」の提出が必要です。 

なお、新入学準備金申請時と世帯状況等が変わった場合、援助を受けられないことがあります。 

 

●新入学準備金を受給せず、令和５年度就学援助制度の申請をして４月認定となった場合は、

新入学学用品費として同額を支給します（５月以降認定の場合は支給対象外。）。 

 

●今回の新入学準備金受給者は、令和５年度就学援助制度の新入学学用品費の支給対象外と 

なります（新入学準備金と新入学学用品費は同額。）。 

 

必ずお読みください 
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活

に
戻

す
た

め
多

額
の

費
用

が
必

要
。

　
　

下
記

の
要

件
 １

 ま
た

は
 ２

 の
い

ず
れ

か
の

該
当

要
件

に
○

印
を

付
け

、
必

要
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

 １
 　

　
「
石

巻
市

就
学

援
助

費
」
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
要

件

申 請 理 由

該
　

　
当

　
　

要
　

　
件

必
要

書
類

(添
付

証
明

書
類

）

1
過

去
１

年
以

内
に

生
活

保
護

が
停

止
又

は
廃

止
さ

れ
た

。
生

活
保

護
の

停
止

又
は

廃
止

を
証

明
す

る
書

類
の

写
し

（市
内

で
生

活
保

護
を

受
け

て
い

た
場

合
は

証
明

書
類

の
添

付
不

要
）

市
民

税
が

非
課

税
又

は
減

免
さ

れ
て

い
る

。
世

帯
全

員
の

非
課

税
証

明
書

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
を

受
け

て
い

る
。

児
童

扶
養

手
当

証
書

の
写

し

生
活

福
祉

資
金

の
貸

付
を

受
け

て
い

る
。

貸
付

決
定

通
知

書
の

写
し

8
そ

の
他

の
理

由
世

帯
全

員
の

課
税

証
明

書
・
確

定
申

告
書

の
写

し
・
源

泉
徴

収
票

の
写

し
・
給

与
支

払
証

明
書

・雇
用

保
険

受
給

資
格

者
証

の
写

し
・各

種
年

金
の

年
間

支
給

通
知

書
の

写
し

個
人

事
業

税
・固

定
資

産
税

が
減

免
さ

れ
て

い
る

。
減

免
決

定
通

知
書

の
写

し

国
民

年
金

の
保

険
料

が
減

免
さ

れ
て

い
る

。
世

帯
全

員
の

国
民

年
金

免
除

申
請

承
認

通
知

書
の

写
し

国
民

健
康

保
険

税
が

減
免

又
は

徴
収

が
猶

予
さ

れ
て

い
る

。
国

民
健

康
保

険
税

減
免

承
認

決
定

通
知

書
の

写
し

児 童 名

入
学

予
定

の
学

校
名

(通
園

中
の

保
育

園
・
幼

稚
園

名

ま
た

は
在

籍
中

の
小

学
校

名
)

（
フ

リ
ガ

ナ
）

性
別

入
学

予
定

の
学

校
名

(通
園

中
の

保
育

園
・
幼

稚
園

名

ま
た

は
在

籍
中

の
小

学
校

名
)

（
フ

リ
ガ

ナ
）

新
入

学
準

備
金

交
付

申
請

書
兼

世
帯

票

  
 な

お
、

こ
の

申
請

に
あ

た
っ

て
認

定
審

査
に

必
要

が
あ

る
と

き
に

は
、

私
（
家

族
・
同

居
者

含
む

。
）
の

住
民

基
本

台
帳

、
税

情
報

を
閲

覧
し

、

申
請

者

居
所

先
（実

際
の

居
住

地
）

住
　

所
（住

民
票

の
住

所
）

（
保

護
者

）
氏

　
名

性
別

氏
　

　
名

氏
　

　
名

　
Ａ

  
小

　
 　

学
校

（
　

　
Ｂ

 保
育

所
　

　
　

）

イ
シ

ノ
マ

キ
 ジ

ロ
ウ

男
・
女

学
校

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
男

・
女

石
巻

　
二

郎

記
入
例

小
・

中
学

校
ど

ち
ら

も
対

象
者

が
い

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
申

請
書

を
記

入
・

提
出

。

新
小

１
(ま

た
は

新
中

１
)で

双
子

の
場

合
は

１
枚

の
申

請
書

に
２

名
分

記
入

。

申
請

日
(記

入
日

)


